
弾
道
ミ
サ
イ
ル
情
報
、
緊
急
地

震
速
報
、
津
波
警
報
な
ど
、
時
間

的
余
裕
の
な
い
事
態
に
備
え
、
全

国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）
を
用
い
て
、
全
国
一
斉

の
情
報
伝
達
訓
練
を
定
期
的
に
実

施
し
て
い
ま
す
。

令
和
７
年
度
の
訓
練
実
施
予
定

は
、
次
の
と
お
り
４
回
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

【
訓
練
予
定
日
】

・
５
月
28
日
㈬　

午
前
11
時
頃

・
８
月
20
日
㈬　

午
前
11
時
頃

・
11
月
12
日
㈬　

午
前
11
時
頃

・
令
和
８
年
２
月
６
日
㈮

　
　
　
　
　
　
　

午
前
11
時
頃

※ 

気
象
・
地
震
活
動
の
状
況
等
に

よ
っ
て
は
、
訓
練
を
急
き
ょ
中

止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

危
機
対
策
課
防
災
係

　

☎
０
１
３
７

−

62

−
２
２
２
６

◯
ヒ
グ
マ
被
害
に
つ
い
て

雪
解
け
が
進
み
山
菜
採
り
の
季

節
に
な
り
ま
す
が
、
近
年
、
ヒ
グ

マ
の
出
没
情
報
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
山
に
入
る
際
に
は
十

分
ご
注
意
願
い
ま
す
。

☆
ヒ
グ
マ
に

出
会
わ
な
い
こ
と
が
一
番
☆

① 

山
や
畑
に
は
ひ
と
り
で
入
ら
ず
、

鈴
を
つ
け
た
り
、
音
を
出
し
な

が
ら
歩
き
ま
し
ょ
う

② 

う
す
暗
い
と
き
に
は
山
に
入
ら

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う

③ 

ヒ
グ
マ
の
フ
ン
や
足
跡
を
見
つ

け
た
ら
、
す
ぐ
に
引
き
返
し
ま

し
ょ
う

④ 

残
飯
や
ゴ
ミ
は
ヒ
グ
マ
に
と
っ

て
ご
ち
そ
う
で
す
。
ゴ
ミ
は
す

べ
て
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う

⑤ 

動
物
の
死
体
を
見
つ
け
た
ら
、

そ
の
場
か
ら
離
れ
ま
し
ょ
う

⑥ 

ヒ
グ
マ
を
人
家
近
く
で
目
撃
し

た
と
き
や
、
作
物
な
ど
に
被
害

が
発
生
し
た
と
き
は
下
記
ま
で

報
告
を
お
願
い
し
ま
す

◯
ア
ラ
イ
グ
マ
を
目
撃
し
た
ら

近
年
、
北
海
道
で
増
え
続
け
て

い
る
ア
ラ
イ
グ
マ
は
、
農
作
物
か

ら
野
鳥
の
卵
ま
で
様
々
な
も
の
を

食
べ
る
厄
介
者
で
、
防
除
が
必
要

な
「
特
定
外
来
生
物
」
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
道
南
地
域
に
お
い

て
も
年
々
出
没
地
域
が
拡
大
し
て

お
り
、
農
作
物
や
地
域
の
自
然
を

守
る
取
り
組
み
が
必
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

町
内
に
お
い
て
も
生
息
が
確
認

さ
れ
て
お
り
、
令
和
５
年
度
は
17

頭
の
捕
獲
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
６
年
度
も
各
地
域
で
目
撃
情

報
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

ア
ラ
イ
グ
マ
を
発
見
し
た
際
は
、

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
農
林
課
林
業
係

　

☎
０
１
３
７

−

62

−

２
２
０
３

・
熊
石
総
合
支
所
産
業
課

　

☎
０
１
３
９
８

−

２

−

３
１
１
１

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

の
年
間
予
定
に
つ
い
て

野
生
鳥
獣
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

《林野火災予防強調期間》
山の豊かな緑は貴重な財産
火災から守りましょう

４月10日㈭から５月20日㈫までは「林野火
災予防強調期間」です。

この時期は、空気が乾燥し、火災が発生し
やすい季節です。森林は一旦火災で失われる
と回復するまでには、多大なコストと年月を
要します。

山火事のほとんどは人間の不注意により起
きています。山菜取りや釣りなどで山に入る
時は、火の取り扱いに十分注意し、特にたば
この投げ捨ては絶対にやめましょう。

みんなで豊かな森の緑を山火事から守りま
しょう。
【問い合わせ先】
　農林課林業係　☎0137−62−2203

春の火災予防運動の実施
『火を消して 不安を消して つなぐ未来』

を統一標語に、全道春の火災予防運動が実施
されます。
【予防運動期間】４月20日㈰～30日㈬

この時期は非常に空気が乾燥し火災が発生
しやすくなっています。お出かけ前や就寝前
は特に、火の元には十分ご注意ください。

また、毎年野焼きを原因とする火災が多く
発生します。一般ゴミなどの廃棄物を屋外で
直接焼却することは、法律により禁止されて
いるので絶対に行わないでください。

なお、違法に野焼きを行った場合は処罰さ
れる可能性があります。
【問い合わせ先】
・八雲消防署予防課　☎0137−63−2686
・熊石消防署予防係　☎01398−2−3393

火
災
予
防
を
実
施
し
ま
す

火
災
予
防
を
実
施
し
ま
す
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